
任意の番号

事業場番号　　　　　新規の場合は空欄、届出済みの方は
市からの案内の封筒に記載してあります。

記入例記入例
 提出時期について
 ①新規の場合は、発見後速やかに届出を提出する。
 ②届出済みの場合は、新年度４月から６月末までに
 　前年度３月３１日時点の状況を届出を提出する。

高濃度の場合はＪＥＳＣＯへ登録状況と登録番号を記載する。
未登録の場合は申請状況を記載する。
低濃度の場合は処理業者との契約状況を記載する。

 （新たにＰＣＢ廃棄物を追記した場合は②にも記載する。）

新規の場合は判明した時点について記載する。

令和〇〇

届出日を記入



記載する内容が多い場合は適宜行を追加して記載する。



②の保管開始理由は
「他の事業場から移動」,「譲受け」又は「承継」,「PCB含有が判明」
のうち該当するものを記入してください。

マニフェストD票又はＥ票もしくは電子マニフェストに記載されている最終処分完了日を記載する。

 （マニフェストのDもしくはＥ票の写しか電子マニフェストの
 処分終了報告日が確認できるもの必ず添付する）

処分契約を締結した日もしくは処分業者へ処分を委託した日を記載する。

処分業者を記載する。（収集運搬業者ではありません。）



 ＰＣＢ含有機器を使用している場合は「２．ポリ塩化ビフェニル使用製品」に記載する。
 ＰＣＢ含有機器の使用を止め保管している場合は「１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に
 記載する。






